
議案第１４０号

損害賠償額の決定について

本市の義務に属する損害賠償の額を次のように定める。

令和７年１１月１８日提出

相模原市長 本 村 賢 太 郎

１ 損害賠償額

３，９８９，９７４円

２ 被害者

市内在住者

３ 事故の概要等

令和７年６月２２日午後５時１５分頃、相模原市南区東林間４丁目２４番地内

の本市が維持管理している緑地の樹木が腐朽により倒れ、当該緑地と隣接する被

害者宅の屋根等に当たり、破損させたものである。

(本市の責任割合 １００％)

提案の理由

市が管理する緑地の管理瑕疵
か し

による損害賠償の額を決定するに当たり、地方自

治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項第１３号の規定により議会の議決

を経る必要による。
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議案第１４０号関係資料

１ 事故発生場所

２ 相手方の被害

屋根、天窓、天井、雨戸、太陽光発電設備、フェンス等の破損

３ 損害賠償額等

３，９８９，９７４円。このうち３，７５８，３１４円については、損害保険

ジャパン株式会社が被害者に対して保険契約に基づく保険金を支払ったことによ

り、被害者の有する損害賠償請求権を取得していることから、同社に対して支払

うものである。

倒木

凡 例

被害者宅

ふれあいの森
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議案第１４１号

指定管理者の指定について(相模原市国民健康保険青野原診療所他２施

設)

次のとおり、指定管理者を指定する。

令和７年１１月１８日提出

相模原市長 本 村 賢 太 郎

１ 管理を行わせる施設の名称

相模原市国民健康保険青野原診療所、相模原市国民健康保険藤野診療所及び相

模原市立千木良診療所

２ 指定管理者

所在地 東京都港区芝大門１丁目１番３号

名 称 日本赤十字社

３ 指定の期間

（１）相模原市国民健康保険青野原診療所及び相模原市国民健康保険藤野診療所

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

（２）相模原市立千木良診療所 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

提案の理由

相模原市国民健康保険青野原診療所、相模原市国民健康保険藤野診療所及び相

模原市立千木良診療所の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２年

法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。
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議案第１４１号関係資料(その１)

日本赤十字社の概要

１ 設立年月日等

明治１０年５月１日 設立

明治２０年５月２０日 博愛社から日本赤十字社に改称

２ 規模

（１）職員数等 役員６７名、職員８４，３２４名

（２）資産の総額 ８６６，２０７，７９０，１０６円

３ 事業概要等

（１）事業概要

ア 救護員の確保及び養成訓練、救護材料の準備並びに救護に関する組織及び

装備の整備

イ 安否調査、赤十字通信その他捕虜抑留者の援護に必要な事業

ウ 病院及び診療所の経営

エ 血液センターの経営その他血液事業の普及発達

オ 応急手当等の方法の普及及び指導

カ 巡回診療その他による保健指導

キ 赤十字奉仕団の育成及び指導並びに青少年赤十字の普及

ク 身体障害者の更生援護に必要な事業及び施設の経営

ケ 児童及び妊産婦の保護その他社会福祉のために必要な事業及び施設の経営

（２）公の施設の主な管理実績

ア 相模原市立青野原診療所、相模原市立千木良診療所及び相模原市立藤野診

療所の指定管理者(平成２２年４月から現在に至る。)

イ 神奈川県立青野原診療所、神奈川県立千木良診療所及び神奈川県立藤野診

療所の指定管理者(平成１８年４月から平成２２年３月まで)

ウ 横浜市立みなと赤十字病院の指定管理者(平成１７年４月から現在に至る。)

エ 兵庫県災害医療センターの指定管理者(平成１８年４月から現在に至る。)

オ 北海道立北見病院の指定管理者(平成３０年４月から現在に至る。)
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議案第１４１号関係資料(その２)

相模原市国民健康保険青野原診療所、相模原市国民健康保険藤野診療所

及び相模原市立千木良診療所の指定管理者の選考について

相模原市国民健康保険青野原診療所、相模原市国民健康保険藤野診療所及び相模

原市立千木良診療所については、公募を行わず、指定管理者となる要件を満たす日

本赤十字社(以下「候補団体」という。)を指定管理者の申請ができる法人とした。

１ 選考理由

候補団体を指定管理者として選考した理由は、次のとおりである。

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、高い合計

得点(得点内容は、２(３)イのとおり)であったこと。

（２）評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水準

を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。

２ 選考までの経過

（１）指定管理者となる要件

法人その他の団体

（２）指定管理者の申請の受付等

ア 申請要項の配布 令和７年６月１６日

イ 申請の受付 令和７年６月３０日から同年８月１９日まで

（３）選考

令和７年１０月１日に、相模原市国民健康保険青野原診療所、相模原市国民

健康保険藤野診療所及び相模原市立千木良診療所に係る指定管理者選考委員会

(以下「選考委員会」という。)において、候補団体による提案説明を実施し、

それを踏まえ、各選考委員が評価基準に基づき採点を行った。

ア 選考委員会の委員の構成

委員長(医師)及び委員(公認会計士１名、弁護士１名、市職員１名) 計４

名

イ 評価基準・評価結果

（ア）委員４名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果は、次のとおり
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である｡

評価項目 配点 得点

事業計画

内

訳

指定管理者の適性 ４０ ３４

管理運営方針 ２０ １６

地域活性化 ２０ １４

計画事業(自主事業を除く。) ２０ １４

自主事業 ２０ １４

利用者ニーズ ２０ １５

維持管理計画 ２０ １３

人員配置 ４０ ３０

安全管理及び緊急時の対応 ４０ ３２

適正な管理・経理 ２０ １６

小計 ２６０ １９８

収支計画・経費的効果

内

訳

収支計画の妥当性 ２０ １４

指定管理料の削減 ２０ １２

利益の還元 ２０ １６

小計 ６０ ４２

管理能力

内

訳

団体の経営状況 ４０ ３４

団体の管理能力 ２０ １６

労働環境の適正性 ２０ １３

小計 ８０ ６３

合計 ４００ ３０３

備考 事業計画、収支計画・経費的効果及び管理能力に係る評価に関する

合計得点における最低基準得点は、２４０点とした。

（イ）候補団体について、配点の合計(４００点)を１００点満点に換算した場

合の得点は、７５．７点(小数点以下１位未満切捨て)である。
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議案第１４２号

当せん金付証票の発売限度額について

当せん金付証票法(昭和２３年法律第１４４号)第４条第１項の規定により、令和

８年度における当せん金付証票の発売限度額について次のとおり定める。

令和７年１１月１８日提出

相模原市長 本 村 賢 太 郎

令和８年度の発売限度額 ４，５００，０００，０００円

提案の理由

令和８年度における公共事業等の費用の財源に充てるための当せん金付証票を

発売するに当たり、その発売限度額を定める必要があるため、当せん金付証票法

(昭和２３年法律第１４４号)第４条第１項の規定により提案するものである。
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